
　　●有効求人倍率（令和５年１０月分）　会津地域：1.54倍　　福島県：1.41倍　　全国：1.30倍
　　●労働力調査（令和５年１０月分）　 　完全失業率：2.5％　完全失業者数：175万人

　　　＊有効求人倍率：一般職業紹介状況（厚生労働省）、完全失業率：季節調整値。完全失業率、完全失業者数：「労働力調査結果」（総務省統計局）

　　●求人数、求職者数をみると 　 

　　　・月間有効求職者数は3,481人となり前年同月比88人減少（2.5％減）
　　　・新規求人数は1,826人となり前年同月比291人減少（13.7％減）
　　　・新規求職者数は889人となり前年同月比65人増加（7.9％増）
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　　●有効求人倍率は 1.54倍（会津若松：1.57倍　喜多方：1.26倍　南会津：2.19倍）となり
　　　前年同月を0.10ポイント下回りました。

　　　・月間有効求人数は5,361人となり前年同月比488人減少（8.3％減）

　最近の雇用失業情勢（令和５年１０月分）

　　●正社員有効求人倍率は 1.14倍と前年同月を0.09ポイント下回りました。

　　　　福島労働局ホームページでは雇用に関する各種情報を発信中です。
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ハローワーク南会津

ハローワーク喜多方

〒967-0004 南会津町田島字行司12

〒966-0853 喜多方市字千苅8374

〒965-0877 会津若松市西栄町2-23
TEL0242(26)3333  

TEL0241(22)4111  

TEL0241(62)1101

ハローワーク会津若松

有効求人数、有効求職者数及び有効求人倍率の推移

全国、福島県有効求人倍率の令和４年１２月以前の数値は、令和５年１月分公表時に新季節指数により改訂されています。
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一般職業紹介状況　次回（令和５年１１月分）公表日１２月２６日（火） The Monthly Report　2023 　12月号　2

お問合せ先：ハローワーク会津若松求人企画部門
　　　　電話0242(26)3333（31#)　一般職業紹介状況（新規学卒者を除きパートタイムを含む）

お問合せ先：ハローワーク会津若松専門援助部門
　　　　　　　電話0242(26)3333(45＃)障害者就職面接会（会津若松会場）を開催しました

※学卒を除きパートを含む。就職率は新規求職者ベース。充足率は新規求人ベース。男女別の記載をしない求職登録が可能のため、男女計が一致しない場合があります。

福島労働局とハローワーク会津若松、喜多方、南会津では、１０月２5日（水）アピオスペースにおい

て、「障害者就職面接会」を開催しました。

この面接会は、お仕事をお探しの障害をお持ちの方と企業の採用ご担当者が、直接コンタクトできる

機会として毎年、県内の各ハローワークで開催しているものです。

当日は、密を避けるため９０分ずつの２部に分け、企業２５社が個別ブースを設け、１００名の求職

者の方が参加しました。

会場では各企業の求人情報を見ながら、そ

れぞれの企業ブースに足を運び、仕事内容や

勤務条件等について熱心に質問し説明を受け

る参加者の姿が数多く見受けられ、なかには

採用に向け、後日の本面接を予約する場面も

見受けられました。

ハローワークでは、今回の面接会だけでな

く、今後も職場見学・職場実習、職業訓練、

助成金制度等の各種支援策を積極的に活用し

ながら、企業と求職者の方々との懸け橋とし

て、障害者雇用の一層の促進に向けて、全力

を挙げてサポートしてまいります。

関係機関、企業の皆さまの、ご理解・ご協

力をお願いいたします。

男 女 常用 男 女 常用

 １ 新規求人数 1,826 -　 -　 1,558 2,117 -　 -　 1,841

 ２ 月間有効求人数 5,361 -　 -　 4,778 5,849 -　 -　 5,223

 ３ 新規求職申込件数    889 474 415 865 824 432 392 801

うち４５歳以上 507 299 208 495 434 261 173 425

 ４ 月間有効求職者数   3,481 1,751 1,728 3,436 3,569 1,792 1,777 3,521

うち４５歳以上 1,897 1,051 845 1,869 1,927 1,079 848 1,901

 ５ 紹介件数  837 478 359 761 796 406 390 738

うち４５歳以上 431 278 153 375 381 212 169 338

 ６ 就職件数    374 228 146 335 390 227 163 340

うち４５歳以上 201 134 67 170 182 119 63 149

 ７ 充足数 370 - - 334 370 - - 330

 ８ 新規求人倍率 2.05 - - 1.80 2.57 - - 2.30

 ９ 有効求人倍率 1.54 - - 1.39 1.64 - - 1.48

 10 就職率 （％） 42.1 48.1 35.2 38.7 47.3 52.5 41.6 42.4

うち４５歳以上 39.6 44.8 32.2 34.3 41.9 45.6 36.4 35.1

 11 充足率 （％） 20.3 - - 21.4 17.5 - - 17.9

項目
令和５年１０月 令和４年１０月



④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入　⇒P２、３
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入　⇒P２、３

福島労働局職業安定部　　　　　　　　　情報発信中です。 The Monthly Report　2023  12月号　3

園児のみなさんが勤労感謝の日で来所してくれました

「介護就職デイ」を開催しました

ਐ


ਐ


厚生労働省では、平成21年度から１１月１１日を「介護の日」と定め、その前後２週間を「福祉人材

確保重点実施期間」として、全国のハローワークで、介護分野の就職面接会や就職に関するセミナーな

ど「介護就職デイ」を実施しています。会津地域では以下の取組を実施しました。

ハローワーク会津若松・喜多方

１１月１０日(金)、今年はハローワーク会津若松、ハローワーク喜多方が合同で、アピオスペースを会

場に、介護・看護関係8社様により「福祉のお仕事合同就職相談・面接会」を開催いたしました。

参加事業所

社会福祉法人 啓和会 社会福祉法人 高尚会

特定非営利活動法人 こころのさと 株式会社 しなのき

社会福祉法人 心愛会 特定非営利活動法人 清扶会

株式会社 ツクイ南東北圏 医療法人 明精会

（五十音順・敬称略）学したい」「応募(検

討)したい」などの回

答がありました。ま

た、参加企業様から

は、「求職者の生の

声が聞けた」「意欲

のある人材が多かっ

た」など、ご好評を

いただきました。

ハローワーク南会津

１１月８日(水)に「特定非営利活動法人あたご」様、１４日(火)に「社会福祉法人南陽会」様をハローワー

ク南会津にお招きし、合計１０名の参加の中、介護就職デイを開催しました。両日とも介護未経験の求職者の

方が多かったため、初めに介護業務に関するＤＶＤを視聴し、その後、会社概要や求める人物像などについて説

明をいただきました。求職者の方からは質問もあり、充実した「介護就職デイ」となりました。

当日は介護職を希望する方など４３名の方

にご参加をいただき、企業概要の説明、質疑

応答の後、個別面接・相談を行いました。終

了後のアンケートには、「興味が湧き職場見

11月１４日(火) 勤労感謝の日にちなみ今年も、

やまがみらいこども園の園児のみなさんが来所し、

「おしごとがんばってください」と励ましのことば

とお花を贈ってくれました。

毎年、ありがとうございます。

福島県社会福祉協議会の相談ブースも



雇用保険関連関係の手続は「電子申請（ｅ－Ｇｏｖ）」をご利用ください。 The Monthly Report　2023 　12月号　4

福島県特定最低賃金が改定されました お問合せ先：福島労働局労働基準部賃金室
　　　　　　　電話024(536)4604

　雇用保険業務取扱状況 お問合せ先：ハローワーク会津若松雇用保険課
　　　　電話0242(26)3333(21＃)

※　次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金（900円）が適用されます。
　　①１８歳未満又は６５歳以上の者
　　②雇入れ後３月未満の者であって、技能習得中の者
　　③清掃、片付けその他これに準ずる軽易な業務に主として従事する者

　　福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。

業　　　種 最低賃金額
（時間額）

効力発生
年月日

　自動車小売業
　（二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く。） 960円 令和5年12月2日

　非鉄金属製造業 912円 令和5年1月1日

　輸送用機械器具製造業 916円 令和4年12月24日

　計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・
　理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

889 円

900円
令和5年10月1日からは
福島県最低賃金が適用

　電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
　情報通信機械器具製造業
　（医療用計測器製造業（心電計製造業を除く。）を除く。）

889 円

900円
令和5年10月1日からは
福島県最低賃金が適用

令和５年１０月 令和４年１０月 前年同月比（％）項　　　　　　　目

15 5 200.00

12 8 50.00

5,049 5,090 ▲ 0.81

646 769 ▲ 15.99

982 891 10.21

69,866 70,651 ▲ 1.11

220 207 6.28

822 885 ▲ 7.12

81 58 39.66

1 0 -

64 91 ▲ 29.67

21 12 75.00

25 18 38.89

538 515 4.47

61 65 ▲ 6.15

500 540 ▲ 7.41

10 5 100.00

12 23 ▲ 47.83

7 9 ▲ 22.22

短   期   特   例 受    給    者    数

再  就  職  手  当 支    給    人    員

適用関係

新    規    適    用    事    業    所    数

廃  　   止    　 事   　  業 　    所 　    数

月  　 末 　  現   　在  　 事   業   所   数

資 　　   格 　    取   　  得    　 者     数

資   　  格 　    喪    　 失 　    者     数

月  　末   現   在   被   保   険   者   数

就業促進定着手当 支    給    人    員

雇用継続給付

高  　 年 　  齢
受給要件確認件数

受 給 者 実 人 員

育 　児　 休 　業
受給要件確認件数

受 給 者 実 人 員

介   護   休   業

給付関係

一 般 （基本手当）
受給資格決定件数

受 給 者 実 人 員

高   齢   給   付 受    給    者    数

受    給    者    数

教育訓練給付
一 般 教 育 訓 練 受    給    者    数

専門実践教育訓練 受 給 者 実 人 員


